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11）宮城県（栗原市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

宮城県栗原市 

イ．飼養状況 

採卵鶏222,300羽    

鶏舎 飼養羽数 日齢 

1号鶏舎 32.0千羽 251日齢 

2号鶏舎 31.5千羽 657日齢 

3号鶏舎 31.5千羽 181日齢 

4号鶏舎 31.7千羽 363日齢 

5号鶏舎 32.7千羽 153日齢 

6号鶏舎（発生鶏舎） 32.5千羽 132日齢 

7号鶏舎 （空舎） － 

8号鶏舎 30.4千羽 706日齢 

（日齢は平成29年3月23日時点） 

ウ．発生確認日 

平成29年3月24日 

 

（２）経緯 

平成29年 3月23日  当該農場の管理人が家畜保健衛生所に通報 

 簡易検査陽性 

平成29年 3月24日  PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

平成29年 3月25日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N6亜型）の患畜と判定 

平成29年 3月27日  防疫措置を完了 

平成29年 4月11日  清浄性確認検査の結果、搬出制限区域を解除 

平成29年 4月18日  移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場の発生鶏舎（6号鶏舎）における1日当たり死亡羽数は通常0～3羽程度

であったが、平成29年3月23日に死亡羽数が45羽に増加したため、管理人が北部

地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部（北部家畜保健衛生所兼務。以下「北

部家保」という。）に通報した。北部家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確

認された。発症・死亡鶏は鶏舎の出入口から比較的遠い位置の鶏舎中央で、直立

4段ケージの主に3段目と4段目（最上段）に固まって確認されたとのこと。 

 



（４）発生農場に関する疫学情報

ア．発生農場の概要

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置

当該農場は、中山間部に位置し、付近には山林や養豚場、養豚場との共用堆

肥場がある。また、鶏舎から百数十 の範囲内に つのため池が散在し、一番大

きいため池は、発生鶏舎から約 の距離に位置し、 × 程度の大きさ

であった。当該農場には、ウインドウレス鶏舎が 棟ある鶏舎エリアと、 セ

ンターがある エリアがあり、それぞれに出入口が設置されている。また、通

常時、 つのエリアは鎖等で明確に区分されている。

「農場見取り図」

（イ）鶏舎の構造

発生鶏舎を含めた全鶏舎は平成 年頃に改築された。発生鶏舎は、直立 段ケ

ージを有する平屋であり、鶏糞は 日に 回程度、除糞ベルトにより集められ、

鶏舎床の開口部を通じて、鶏舎の床下に落とされ、さらに別の除糞ベルトによ

って鶏舎外へ運び出される仕組みとなっている。また、各鶏舎には地下を通る

集卵用のコンベアが設置されており、併設されている センターまで 本のコ

ンベアで連結されている。

（ウ）飼養衛生管理の状況

① 当該農場では、鶏舎に近づく者を減らすため、電気やガスのメーターは農場
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の端に集められている。当該農場の鶏舎エリアに車両が出入りする際には、例

外なく動力噴霧機による消毒を行い、また、従業員以外の者が入場する際は、

農場出入口付近にある更衣スペースにおいて農場専用の衣服や長靴に着替え、

手指消毒等を実施し、入場の記録をすることとしているとのこと。 

② GPエリア側の農場出入口には消毒ゲートが設置され、関係者以外の立入禁止

や車両の消毒の実施を求める標示がされている。 

③ 鶏舎横には飼料タンクが設置されているが、当該タンク上部には蓋がされて

おり、野鳥の侵入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低いと考

えられた。 

④ また、農場における給与水は、地下150mから汲み上げられた井戸水が塩素消

毒された上で、パイプによって各鶏舎に供給されている。 

⑤ 管理人によると、鶏舎ごとにオールイン・オールアウトを行っており、オー

ルアウト時に鶏舎内の清掃・消毒を行っているとのこと。 

⑥ 管理人によると、週に1回、鶏舎周囲に消石灰の散布を行っているとのこ

と。 

 

（エ）飼養衛生管理基準の遵守状況 

平成28年11月14日、北部家保が問題ないことを確認している。 

     

イ．飼養者、従業員等に関する情報 
当該農場の鶏舎の管理は4名で行われ、鶏舎における鶏の健康観察や機械の動

作確認が主な業務となっている。従業員ごとの担当鶏舎は決められていない。 

従業員は農場敷地外にある駐車場に駐車し、農場出入口付近の従業員専用の更

衣室で農場専用の衣服と長靴に替えることとなっている。また、鶏舎出入口では

踏込み消毒と手指消毒を行ってから鶏舎に入り、さらに、鶏舎内では出入口付近

に設置されている各従業員専用の衣服と長靴に替えているとのこと。 

 

 

（５）野鳥等の野生動物対策 

ア．農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況 

現地調査時、鶏舎周辺のため池には、カルガモ、コガモ、ホシハジロ等のカモ

類が合計20～30羽程度確認され、ため池の反対側にある堆肥場付近ではハシブト

ガラスが50羽程度飛んでいるのが確認された。また、管理人によると、ため池周

辺では、カモ類は見るがハクチョウやガンは見たことはないとのこと。 

 

イ．野鳥等の野生動物の侵入防止対策 

① 発生鶏舎はウインドウレスタイプであり、破損箇所は修繕や補強を行うなど

の取組がなされており、野鳥を含む野生動物の侵入が可能となるような大きな

破損箇所は鶏舎外壁には認められなかった。 
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② 発生鶏舎は、除糞ベルトにより集められた鶏糞を、鶏舎床の開口部を通じ

て、鶏舎の床下にある別の除糞ベルトによって鶏舎外へ運び出す仕組みとなっ

ていたが、床の開口部には蓋が設置されていなかった。また、除糞ベルトの鶏

舎外への開口部において、除糞ベルトと鶏舎の壁の間に野生動物が侵入可能と

考えられる隙間が認められた。 

③ 現地調査時、鶏舎内で中型ほ乳類（糞の遺伝子検査により、猫と判明）やネ

ズミの糞が確認された。管理人によると、野良猫やネズミが鶏舎内に侵入して

いるのを見かけたことがあり、捕獲籠や殺鼠剤を設置していたとのこと。 

 

ウ．人、家きん等の動き 

（ア）家きん等の動き 

① 雛の導入：発生鶏舎への雛の導入は平成29年3月8日であった。 

② 死亡鶏の処理：管理人によると、死亡鶏は毎日午前中に鶏舎毎に専用の蓋付

きポリバケツに入れて鶏舎外に搬出される。容器はすぐに集められ、農場外の

敷地に搬出され、死亡鶏を別の鉄製容器に移し替え、一時的に保管した後、処

理施設に運搬されるとのこと。 

③ 鶏卵の出荷：鶏卵は、各鶏舎から併設されているGPセンターまで、地下を通

る集卵用のコンベアによって集められる。当該農場ではGPセンターの従業員

が、鶏舎エリアに立ち入ることなく出荷作業を行えるように動線が管理されて

いる。 

④ 鶏糞等の処理：発生鶏舎においては、鶏糞は除糞ベルトにより集められ、鶏

舎外へ運び出され、糞運搬車によって農場外の堆肥舎に運ばれ、処理されてい

る。管理人によると、直近の除糞作業は3月19日であった。 

 

（イ）人の動き 

① 集卵業者：鶏舎エリアへの立入りはない。 

② 飼料配送業者：ほぼ毎日来場し、発生鶏舎への最終配送日は3月22日であっ

た。業者はまず農場出入口付近で動力噴霧器による車両消毒を行い、更衣スペ

ースで農場専用の衣服や長靴に着替え、手指消毒等を実施し、その実施記録を

記入してから入場し、飼料タンクに飼料を投入する。 

③ 電気会社やガス会社：検針の際は農場の端にあるメーターを確認することで

作業を行えるため、鶏舎付近まで立ち入ることはない。 

④ 工事関係者：当該農場では、鶏舎オールアウトに合わせて鶏舎の換気システ

ムを改修中であった。発生鶏舎での改修工事は平成29年2月20日から28日にか

けて行われ、工事関係者は上記②の飼料配送業者と同様の措置を行い、農場内

に入っている。 

 

（６）疫学サンプル 

防疫措置の消毒実施前の発生鶏舎及び非発生鶏舎内の拭き取り、餌、ネズミ等
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の糞、ため池の水並びに鶏血清等、計47検体を採取し、鳥取大学においてウイル

ス検査及び血清検査を実施したが、高病原性鳥インフルエンザウイルス及び抗体

は検出されなかった。 

 

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

（第6鶏舎） 

入口付近：入気口、ネコの糞、餌 

中央部 ：給餌器、飲水器、底綱、ケージ扉枠、床、壁 

奥   ：排気口、卵、餌、除糞ベルト、ネズミの糞 

非発生鶏舎 

（第5鶏舎） 

入口付近：入気口  

中央部 ：給餌器、底綱、ケージ扉枠、床、壁 

非発生鶏舎 

（第8鶏舎） 

入口付近：入気口  

中央部 ：給餌器、底綱、ケージ扉枠、床、壁 

農場周辺 ため池の水、水たまりの水、野鳥の羽毛 

 

 

 

 

 

 

＜発生鶏舎（6号鶏舎）における疫学サンプル採取場所＞

扉

出入口

出口

：採取場所
（すべて陰性）
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 ＜農場とその周辺の写真＞ 

  

※除糞ベルトを鶏舎内から撮影 

＜発生農場近くのため池＞ 

＜発生鶏舎の除糞ベルト＞ 
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12）千葉県（旭市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

千葉県旭市 

イ．飼養状況 

採卵鶏65,100羽 

 

 

 

                               

 

（日齢は平成29年3月23日時点） 

ウ．発生確認日 

平成29年3月24日 

 

（２）経緯 

平成29年3月23日 当該農場の管理人から、管理獣医師を通じて、家畜保健衛

生所に通報 

簡易検査陽性 

平成29年3月24日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

平成28年3月25日 高病原性鳥インフルエンザ（H5N6亜型）の患畜と判定 

平成29年3月27日   防疫措置を完了 

平成29年4月11日   清浄性確認検査の結果、搬出制限区域を解除 

平成29年4月18日   移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場の発生鶏舎における1日当たりの死亡羽数は通常6羽程度であったが、

平成29年3月22日に78羽と死亡羽数が増加したため、管理人が管理獣医師に通報

した。23日、管理獣医師が農場に立入し、簡易検査で陽性を確認したため、東部

家畜保健衛生所（以下「東部家保」という。）に通報し、東部家保が再度、簡易

検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置 

当該農場は、平野部に位置し、付近は水田や畑に囲まれている。当該農場の

鶏舎 飼養羽数 日齢 

1号鶏舎   20.5千羽  262日齢 

2号鶏舎（発生鶏舎）  20.3千羽  613日齢 

3号鶏舎  24.2千羽  480日齢 
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近隣にはため池や沼などは確認されず、現地調査時、水田には水は張られてい

なかった。発生農場から約3km離れた場所には、水鳥が飛来する周囲1kmほどの

池があり、現地調査時、カモ類が1,000羽程度確認された。当該農場には3棟の

鶏舎があり、いずれも開放鶏舎であった。3鶏舎のうち2鶏舎は高床式、1鶏舎

は低床式鶏舎であり、発生鶏舎は高床式であった。なお、管理人によると、発

症・死亡鶏は、鶏舎の中央付近の3段ゲージの上段及び中段で最初に確認され

たとのことであった。 

    「農場見取り図」 

（イ）鶏舎の構造 

① 昭和62年に建築された。 

② 発生鶏舎（2号鶏舎）は2階建ての高床式鶏舎で、1階は鶏糞置き場、2階は3

段ケージを有する飼養スペースとなっている。 

③ 管理棟は、1階部分が集卵施設、2階部分が事務所になっている。2号鶏舎の

入口は2階部分にあり、入口は事務所と渡り廊下でつながっている。 

④ 鶏舎側面には、外側から、ロールカーテン、金網（マス目は直径約5cm）が

設置されている。 

⑤ 鶏舎1階の床は、コンクリート構造となっている。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 当該農場では、車両が出入りする際、車両が出た後に、駐車スペースを動力

噴霧機で消毒している。 

② 従業員は、集卵施設内の一区画で履物の交換や作業用の上着の着用を行い、

鶏舎に入っている。 

③ 事務所と2号鶏舎に設けられた渡り廊下や、鶏舎外の通路には、2日に一回、

消石灰の散布が行われている。 

④ 鶏舎ごとに、オールイン・オールアウトが行われている。 

⑤ 発生鶏舎の1階部分に堆積した鶏糞は、オールアウト時に専用業者によって
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搬出され、堆肥舎に運搬される。 

⑥ 各鶏舎の横に飼料タンクが設置されているが、当該タンク上部には蓋がされ

ており、タンク内への野鳥等の侵入やタンク内の飼料へ野鳥の糞等が混入する

可能性は低いと考えられた。 

⑦ 給与水は、汲み上げた地下水を塩素消毒した上で、パイプによって各鶏舎に

供給されている。 

⑧ 死亡鶏や破卵については、1日に一回、従業員が回収している。回収した死

亡鶏や破卵については、農場内の堆肥舎で鶏糞と混合し、堆肥化処理を行って

いる。 

 

（エ）飼養衛生管理基準の遵守状況 

平成28年7月26日、東部家保が立入調査を実施した結果、入場車両の消毒

（消石灰帯の設置はあるが散布頻度が少ない。）、家きん舎ごとの専用の靴の

設置及び着用（農場専用として使用され、家きん舎ごとには設置がない、家き

ん舎ごとに踏込み消毒槽を設置しているものの、消石灰の交換頻度が少な

い。）について改善が必要であったため、助言・指導を行ったところ、消石灰

について、車両出入口における散布頻度を増やすとともに、家きん舎出入口に

おける交換頻度を増やすといった改善が図られた。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

当該農場には4名の従業員がおり、うち2名が1号及び2号鶏舎（発生鶏舎）、残

りの2名が3号鶏舎を担当している。いずれの従業員もこれまで海外への渡航歴は

ない。 

 

（５）野鳥等の野生動物対策 

ア．農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況 

現地調査時には、農場周辺の水田等で水鳥の姿は確認されなかった。一方、発

生農場から約3km離れた場所にある周囲1kmほどの池では、約1,000羽程度のカモ

類（主にコガモやマガモ）が確認された。 

 

イ．野鳥等の野生動物の侵入防止対策 

（ア）発生鶏舎は、外側から、ロールカーテン、金網（マス目は直径約5cm）が設

置されており、管理人によると、冬期の間は、ロールカーテンは下ろしたまま

にしているとのことであった。しかし、発生鶏舎の側面の一部にロールカーテ

ンが剥がれ、金網の部分に10cm程度四方の穴が認められた箇所、また、発生鶏

舎の側面下部の壁と土台（基礎）との間に、小型の野生動物が侵入可能な3cm

程度の隙間が確認された箇所があった。なお、いずれの箇所も鶏舎の床下につ

ながっていた。 

（イ）管理人によると、鶏舎内でネズミを見たことはないが、殺鼠剤を混ぜた餌が
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食べられていたことがあったとのことであった。また、発生鶏舎内ではネズミ

の糞が確認された。 

 

ウ．人、家きん等の動き 

（ア）家きん等の動き 

① 初生ひなの導入：直近では、2016年7月4日に導入された。 

② 死亡鶏の処理：従業員によって毎日回収され、農場内の堆肥舎において鶏糞

と一緒に堆肥化処理されている。 

③ 鶏卵の出荷：集卵ベルトによって集卵施設に集められ、1日に一回、集卵業

者によって回収される。 

④ 鶏糞等の処理：高床式鶏舎では、鶏糞はオールアウトされるまで鶏舎1階部

分に蓄積され、オールアウト後に堆肥舎に運搬される。低床式鶏舎では、鶏糞

は除糞ベルトによって鶏舎外に搬出され、その後、堆肥舎に運搬される。 

（イ）人の動き 

平成29年3月の来場は、以下のとおり。 

① 管理獣医師：平成29年3月13、23日。 

② 飼料業者：平成29年3月2、4、6、7、9、13、14、17、18、21、22、23日。 

③ 集卵業者：毎日来場（最終立入日は3月23日）。 

④ 動物用医薬品業者：平成29年3月6、13、23日。 

 

（６）疫学サンプル 

防疫措置の消毒実施前に鶏舎内外の環境サンプル、鶏血清等、計22検体を採取

し、鳥取大学においてウイルス検査及び抗体検査を実施したが、高病原性鳥イン

フルエンザウイルス及び抗体は検出されなかった。 

 

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

（2号鶏舎） 

入口付近：床、壁、給餌器、飲水器の水、ほこり、集卵ベ

ルト、集卵カゴ、鶏血清 

中央部 ：鶏血清 

奥   ：鶏血清 

堆肥舎 死亡鶏口腔、破卵 
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＜農場とその周辺の写真＞ 

＜発生鶏舎の側面＞ 

 

 

 

  

※ロールカーテンが剥がれ、金網の部分に

10㎝程度四方の穴が認められた箇所 

入
口

通路

：採取場所

（すべて陰性）

＜発生鶏舎（2号鶏舎）における疫学サンプル採取場所＞
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５．総合的考察 

 

伊藤 壽啓、西藤 岳彦、筒井 俊之、山口 剛士 

 

１）発生の概要 

（１）発生農場の特徴 

我が国における平成28年度の高病原性鳥インフルエンザの発生農場は、北海道

から宮崎県にかけて全国に分布し、また初めて、東北、北陸及び北海道の農場で

発生が確認された。我が国への鳥インフルエンザウイルスの侵入経路として最も

重要と考えられている野鳥については、過去最大規模となる218例（死亡野鳥：

210件（家きん以外の飼育鳥類40例を含む。）、糞便等：8件）でウイルスが確認

され、その分布は、家きんでの発生と同様に北海道から九州まで広範囲であっ

た。 

発生農場の周辺環境としては、いくつかの発生農場では周辺に雑木林があるな

ど、森林性野鳥やネズミ、イタチ等の小動物の生息に適した環境が存在してい

た。また、カモ類などの野鳥が飛来する可能性がある池、沼又は川が近くにあ

り、1例を除き家きん舎のすぐ近くに池などが存在していた。農場周辺の池等の

水辺の存在と発生の関連を明らかにするため、農場周辺における水辺の有無につ

いて発生農場と非発生農場を比較分析した結果、発生農場では周辺に水辺のある

ことが有意に多いことが示された（参考３：「５．総合的考察」関連参照）。 

このため、今回の家きんにおける発生に関しては、ウイルスに感染した野鳥

が農場周辺に飛来し、農場周辺の環境中のウイルス（野鳥を含む野生動物が保

有するウイルスやその排せつ物に含まれるウイルス）が増加することで、家き

ん舎へのウイルス侵入の機会や量が増えていたと考えられた。 

（２）分離ウイルスの特徴 

平成28年度に我が国で確認された高病原性鳥インフルエンザウイルスは、いず

れもH5N6亜型であった。分離されたウイルスの性状について検討するために、遺

伝子解析及び感染試験が実施された。 

ア．ウイルスの遺伝子的特徴 

（ア）家きんにおける全ての発生事例（12事例）について、全ゲノム解析を行い、

分節（8種類）ごとに系統樹解析を実施した結果、HA、NA、PB2、PB1、NP、Mの

各遺伝子について、全ての事例がそれぞれ極めて近縁であることが確認され

た。一方で、PA及びNS遺伝子については、いくつかのグループに分けることが

可能であり、平成28年度の野鳥からの分離株38事例の遺伝子解析の結果と併せ

て分析したところ、PA遺伝子は4種類（PA-I～IV：PA-IVは家きん以外の鳥類で

のみ確認）、NS遺伝子は2種類（NS-I及びII）に区別された。これらの遺伝子

の組み合わせにより、平成28年度に我が国で確認されたウイルスは、5つの遺

伝子グループ（Genotype）（以下「GP」という。）に分類され、このうち家き

んでは4種類のGPが確認された。 
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各GPの我が国の分布については、３の（４）の「分離されたウイルスの特

徴」の図5で示すとおり、GP1（PA-I:NS-I）ウイルスが、家きんで12事例中7事

例、野鳥でも遺伝子解析を行った38事例中23事例と最も多く、また確認地点も

北海道から九州まで広範囲であった。GP1ウイルスは国内に広く分布していた

と考えられた一方、他のGPウイルスの確認数はGP1ウイルスと比較すると少な

かった。 

（イ）次に、これまでに得られている遺伝子解析の結果及び想定される渡り鳥の渡

りの経路に基づき、我が国で発生した高病原性鳥インフルエンザのウイルスの

由来について検討した（図1）。 

日本、韓国と言った日本海を取り囲む地域（環日本海地域）において、遺伝

的に近縁なウイルスが多数確認されている状況を踏まえると、極東ロシア北方

の営巣地又は中国東北部からロシア沿海州の営巣地・中継地に由来する多数の

渡り鳥がウイルスを保有し、これらが環日本海地域へのウイルスの侵入に関与

していた可能性が考えられた。 

（ウ）高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）が中国から極東ロシア北方

の営巣地又は中国東北部からロシア沿海州の営巣地・中継地に侵入した時期に

ついては、 

・中国ではH5N6亜型による高病原性鳥インフルエンザの発生が平成26年以降

に比較的多く報告されているものの、環日本海地域では平成27年度以前に

同亜型による発生は確認されていないこと、 

・我が国の発生株と最も近縁なウイルス株が平成28年1月に中国のあひるで確

認されていること、 

・GP2（PA-I:NS-II）に特徴的なNS-II遺伝子についても、我が国の発生株と

比較的近縁な遺伝子が高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）の

構成遺伝子として平成27年に中国で確認されていること 

から、平成28年以降に、GP1及びGP2ウイルスが営巣地又は中継地の渡り鳥を含

む野鳥群に侵入したと考えられた。また、 

・我が国の発生においてGP1が主流であること、 

・GP1ウイルスの一部が、PA-II、PA-III又はPA-IV遺伝子を持つウイルスと重

感染することで遺伝子再集合が起こり、GP3(PA-II:NS-I)、GP4（PA-

III:NS-I）及びGP5（PA-IV:NS-I）ウイルスが生じたと考えられること、 

・遺伝子再集合の頻度はウイルスの広がりと関連すると考えられること 

から、GP1ウイルスが日本国内で越冬する渡り鳥が営巣地又は中継地として通

過する地域において、平成28年度越冬時期前にこれらの地域で広がっていたと

考えられた。 

PA-II遺伝子については、平成28年度の越冬期にフランスやクロアチアなど

の野鳥において確認されたH5N8亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスのPA遺

伝子と遺伝子の由来が共通しており、それらは野鳥に存在している鳥インフル

エンザウイルスに由来していることから、平成28年度の営巣期（夏期）に、ユ



ーラシア大陸の日本からみて西方（中央アジア以西）から極東方面の渡り鳥の

営巣地又は中継地に侵入したウイルスに由来する可能性が考えられた。

遺伝子については、比較的近縁な遺伝子が平成 年の営巣期において

モンゴルの営巣地の野鳥で確認されていることから、平成 年の営巣期に

遺伝子を持つウイルスがモンゴル近辺から極東の営巣地又は中継地に侵入

したと考えられた。

－ 遺伝子については、以前から香港等の中国南部の野鳥で確認されてい

ることから、これらの地域の野鳥で循環し、平成 年の営巣期に極東の営巣地

又は中継地点に侵入したウイルスに由来すると考えられた。

図 日本と韓国で分離された 亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスの遺伝子分節を表す

模式図

鳥インフルエンザウイルスの
遺伝子分節を表す模式図

平成 年度に日本で確認され
た 亜型の 家きん
事例及び野鳥 事例 の 分
節を遺伝子解析すると つのグ
ループに分類

分節と 分節の組み合わせから つの
グループに分類

遺伝子
分節名

平成 年度に日本で確認され
た 亜型の 家きん
事例及び野鳥 事例 の 分
節を遺伝子解析すると つのグ
ループに分類

※PA の組合せ
は韓国でのみ報告
（平成 年 月時点）

インフルエンザウイルスは、 つの遺伝子分節
を有し、各分節はたん白質情報をコード

：北海道、青森 例目、新潟 例目、宮城、千葉、宮崎 例目、野鳥
：岐阜、野鳥
：佐賀、熊本
宮崎 例目、野鳥

：野鳥

日本 韓国

中国で循環している
亜型 に由来

ユーラシア大陸西側の
野鳥の に由来

モンゴル周辺の野鳥の
に由来

中国南部の野鳥の
に由来

中国で循環している 亜型
に由来

中国で循環している 亜型
に由来



（エ）以上から平成 年度に我が国で確認されたウイルスの由来についてまとめる

と、中国で拡大していた 亜型ウイルスの遺伝子再集合ウイルスである

及び ウイルスが、極東ロシア北方や中国東北部からロシア沿海州の渡り鳥

を含む野鳥群に侵入し、 ウイルスがこれら営巣地又は中継地で広くまん

延、さらにこれらのウイルスの一部が中国南部やモンゴル、ユーラシア大陸西

方などを由来とするウイルスと重感染し ～ までのウイルスが生まれ、こ

れらのウイルスが、平成 年の秋の渡りの時期に、渡り鳥によって日本、韓国

といった環日本海地域に持ち込まれたと考えられた（図 ）。

図 環日本海地域における渡り鳥の渡りと ウイルスの侵入経路（仮説）

イ ウイルスの病原性について

（ア）我が国で分離された 亜型の鳥インフルエンザウイルスの病原性について

は、 遺伝子配列から高病原性と判定された。なお、代表的なウイルスについ

ては、病原性判定試験（ウイルスの鶏静脈内接種試験）によっても高病原性で

あることが確認されている。

各事例とも、飼養者からの発生疑いの通報は死亡羽数の増加であり、一連の

事例では、鶏、あひるに関わらず、死亡羽数の増加が特徴的な症状であった。

また、防疫措置中にも、神経症状、元気消失、チアノーゼと言った症状と併せ

て、死亡羽数の急激な増加も観察された。以上から、一連の事例においては、

中国

韓

北朝鮮

日本

台湾

韓

北朝鮮

渡り鳥の環日本海地域へ
の秋の渡り等の移動

営巣地

ロシア

モンゴル

＜AIV：PA-IV（野鳥）＞

＜AIV：PA-III（野鳥）＞

＜HPAI（H5N6）：PA-I（家きん）＞
（平成25年～）

HPAI（H5N6）の発生
（平成28年11月中旬までの状況）

＜AIV： PA-II（野鳥）＞

中継地・営巣地



105 

ウイルスの病原性は高く、家きんにおける死亡羽数の増加という高病原性鳥イ

ンフルエンザとしての臨床的特徴を有していた。 

（イ）次に、鶏における病原性について、感染試験により検討した。その結果、分

離されたウイルス株によって、鶏への病原性に違いが認められた。青森1例目

由来ウイルス株については、106EID50という高濃度で鶏に経鼻接種した場合で

あっても、死亡しない個体が1羽確認された。また、過去の発生ウイルス株と

比較すると、感染・発症に要するウイルス量が多くなっている傾向が認めら

れ、ウイルスの病原性が低下していることが示唆された。 

あひる（アヒル（マガモが家畜化されたもの。学名：Anas platyrhynchos 

domesticus）及びフランスガモ（ノバリケンが家畜化されたもの。マスコビー

ダック、バリケンともいう。学名：Cairina moschata domestica））における

病原性について確認するために、青森県1例目（フランスガモ）及び新潟県1例

目（鶏）由来ウイルス株について106EID50という高濃度で、アヒル及びフラン

スガモそれぞれに経鼻感染させたが、0％～50％の致死率しか示さなかった。 

（ウ）以上から、今回のウイルスは、病原性が高いものの、過去のウイルスと比較

して病原性が低下している可能性があると考えられた。また、感染試験の結果

から、あひるにおいては、鶏と比較して本ウイルスの感染に抵抗性を有する可

能性が示された。 

しかしながら、鶏、あひるともにいずれの発生事例でも、時間の経過ととも

に死亡羽数が増加するなどの所見（あひるでは加えて産卵率の低下）が得られ

ていることから、平成28年度の発生においても、死亡羽数の増加や産卵異常

は、高病原性鳥インフルエンザ疑いの通報において有効な指標であったと考え

られる。 

 

２）国内への侵入時期・経路 

（ア）我が国へのウイルスの侵入経路については、国内の広い地域の野鳥からウイ

ルスが確認されたこと、農場で確認されたウイルスと近縁なウイルスが韓国や

日本の渡り鳥等の野鳥でも確認されたことを考慮すると、海外から人や物の移

動を介してウイルスが日本国内に持ち込まれ発生原因となった可能性よりも、

渡り鳥などの野鳥によって日本に持ち込まれた可能性が高いと考えられた。 

なお、動物検疫所による携帯品の検査で家きん肉からH5N6亜型の高病原性鳥

インフルエンザウイルスなどが確認されているが、発生農場と海外との接点な

どは確認されておらず、また発生農場の周辺環境、発生時期等を踏まえると、

野鳥の渡りによって国内侵入した可能性と比較し、海外からの人や物の移動を

通じた感染の可能性は極めて低いと考えられた。 

（イ）感染拡大に関与した鳥種については、①死亡野鳥等での確認に先立って11月

初旬にカモ類の糞便で確認されていること、②死亡鳥に占めるカモ類の割合は

比較的少ないが、感染試験の結果、マガモと遺伝学的に同種のアヒルでは、感

染が成立しウイルスを排せつする一方で、死亡しない個体が確認されたことか
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ら、例えばカモ類など感染しても死亡しにくい鳥種についても考慮する必要が

あると考えられた。 

（ウ）渡り鳥の渡りと日本及び韓国の発生状況をみると、極東ロシア北方の営巣地

又は中国北東部からロシア沿海州の営巣地・中継地で高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N6亜型）に感染した渡り鳥が日本に多く飛来したと考えられ、

さらに移動できない展示鳥類や飛来地等で発生があったことから、感染した渡

り鳥が多く飛来しただけでなく、日本国内の野鳥間でも感染が拡がったと考え

られた。 

（エ）侵入時期については、11月初旬～中旬にかけて全国的に死亡野鳥等からウイ

ルスが確認されていること、環日本海地域への侵入源となる、渡り鳥の営巣

地・中継地へのウイルスの侵入は、平成28年の営巣期であると考えられること

から、平成28年の秋の渡りの時期に最初に日本へ侵入したと考えられた。 

（オ）以上をまとめると、高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）は、11

月初旬までには渡り鳥により日本に侵入し、11月中旬までには広い範囲に分布

していたと考えられた。また、韓国でも、同時期に我が国で確認されたウイル

スと極めて近い遺伝子型のウイルスが野鳥及び家きんにおいて広く確認されて

いることから、11月中旬までに極東ロシアの営巣地や中国北東部の営巣地・中

継地点から韓国、日本全域を含む環日本海地域へウイルスが広く侵入したと考

えられた。 

さらに、今回、3月に宮城県及び千葉県で発生があった。この理由として

は、感染した渡り鳥が春の渡りにより移動することで、生じた可能性が考えら

れ、高病原性鳥インフルエンザ対策については、これまでどおり、秋の渡りの

開始時期から春の渡りの終了時期までは、特に警戒が必要であることが改めて

示された。 

 

３）農場・家きん舎への侵入 

（１）侵入時期 

感染試験の結果、鶏50%致死ウイルス量は、過去のウイルスと比べて高い値を

示したことから、感染・発症により多くのウイルスを要することが示唆された。

また、生存曲線解析の結果、高濃度に感染させた場合は、ほとんどの鶏で2～3日

後に死亡が確認された。実際の臨床事例では、ウイルスの暴露量にばらつきがあ

ること、感染部位も実験のように確実でないこと、他の鳥への感染と増幅が必要

であること等を考慮すると、農場においてウイルス感染による死亡羽数の明確な

増加が観察されるまでには、さらに数日を要すると考えられた。 

また、感染試験の結果、過去のH5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルス

と比較すると、鶏に対する病原性が低下している可能性が示されたが、各発生事

例とも死亡羽数の増加が確認されたこと、感染試験でも死亡が確認されているこ

とから、死亡羽数の増加が早期通報の指標として適切であったと考えられた。 

以上のことから、家きん群へのウイルス感染時期は、死亡羽数の増加が確認さ
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れたおおよそ3～10日前と考えられた。 

なお、青森1例目においてのみ疑い通報直後に採材された血清を用いた抗体検

査でエライザ法（競合エライザ法）及び寒天ゲル内沈降反応（以下「ゲル沈」と

いう。）が陽性（ただし、赤血球凝集抑制（HI）反応は陰性）であった。一方、

あひる（フランスガモ：成鳥）を用いた感染試験の結果、感染5日後にエライザ

法及びゲル沈が陽性となり、HI反応は陰性であったが感染14日後に陽性が確認さ

れた。これらのことから、青森1例目については、抗体は形成されていたもの

の、感染から数週間という長時間の経過はないと考えられた。 

また、青森県2例目については、1例目の疑い通報があってから4日後に通報が

あった事例であったが、1例目と異なり抗体は陰性であった。死亡羽数の増加、

多くの個体で元気消失が確認されたことによる通報であったが、家きん舎内での

ウイルスの拡がりには時間を要すると考えられることから、1例目の疑い通報が

あった頃か、1例目の疑い通報があった前のタイミングで、家きん舎内へのウイ

ルスの侵入があった可能性が考えられた。なお、1例目の疑い通報があった翌日

に2例目の発生家きん舎において5羽の検査を実施し、ウイルス検査及び抗体検査

ともに陰性が確認されているが、家きん舎内へのウイルス侵入後間もないタイミ

ングであれば、陰性と判定される可能性がある。 

ウイルスの家きん舎への侵入時期と外気温の変化については、今回の一連の事

例からは因果関係を示すことは出来なかったが、経験的に、外気温が低下する

と、家きん舎周辺から家きん舎内への野生動物の侵入が多くなる傾向があるとす

る意見がある。このため、対策について万全を期す観点から、寒気到来前には野

生動物の侵入防止対策の強化や早期発見のための監視の徹底が必要と考えられ

た。 

野鳥での発生状況との関連については、平成22年度、平成28年度の発生とも

に、野鳥での発生件数が多い月で家きんでの発生件数も多くなっていることか

ら、野鳥でのサーベイランスの状況に注意を払う必要があると考えられた。 

（２）侵入経路 

侵入経路については、青森県の事例を除き、距離や時間が離れていたこと、疫

学的な関連が認められなかったことから、発生農場間での関連は低いと考えられ

た。 

なお、宮崎県の2つの事例は両農場が比較的近い位置にあるが、発生日が離れ

ていること、遺伝子グループが1例目ではGP1、2例目ではGP4と異なるため、宮崎

県1例目のウイルスがまん延し2例目の原因となった可能性は極めて低いと考えら

れた。 

青森県の事例では、1例目と2例目の農場間の距離が近いこと、分離されたウイ

ルスがほぼ同一であることから、2例目は、1例目の農場内で増幅したウイルが何

らかの経路により侵入した、または、1例目と周辺環境が同一であることから1例

目と同一の病原巣から数日間の時間を隔てて1例目及び2例目の農場にそれぞれウ

イルスが侵入したと考えられたが、いずれかを明らかにするのは困難であった。 
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以上から、青森県の2例目を除き、農場間を人や車両等を介してウイルスが伝

播した可能性は極めて低いと考えられた。 

今般の一連の発生事例では、ウイルスに感染した鳥類を含む野生動物及びその

排せつ物によって発生農場周辺の環境中に多くのウイルスが存在していたと考え

られる。このような環境の中、侵入経路としては、①ネズミ等の何らかの野生動

物が家きん舎周辺にあったウイルスを家きん舎内に持ち込んだ可能性、または、

②（人や車両又は野鳥を含む野生動物が農場内にウイルスを持ち込み、）家きん

舎周辺にあったウイルスを家きん舎内に入る人が、その手指、衣服又は靴底等に

付着し持ち込んだ可能性が考えられるが、いずれの経路によるのかを明らかにす

るには到らなかった。 

また、特に、今回のように農場周辺にウイルスが極めて多く存在すると考えら

れる場合は、野鳥を含む野生動物、人、資材、飼料、飲用水、導入する家きんと

いった家きん舎へ出入りする全てのものが、ウイルスを媒介するリスクが高まる

と考えられ、このリスクを可能な限り低減させるという観点から、対策を徹底す

る必要があると考えられた。 

 

４）平成28年度の発生における我が国の防疫対応 

（１）防疫体制の構築 

（ア）農林水産省では、高病原性鳥インフルエンザに関する国際的な発生状況につ

いて同省の家きん疾病小委員会の委員や国立研究開発法人農業・食品産業技術

総合研究機構動物衛生研究部門（以下「動衛研」という。）の研究者からの意

見も踏まえ、平成28年秋の渡り鳥の渡りの時期以降、本病に対する厳重な警戒

が必要と考え、平成28年9月、都道府県あて通知を発出するとともに、都道府

県の家畜衛生担当者等を参集とした全国会議を開催し、本病対策に万全を期す

よう注意喚起を行った。また、同年10月以降、欧州、韓国等において、家きん

及び野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたことから、環境省

とも情報を共有し、全国への注意喚起を行うとともに、さらに、11月18日には

鹿児島県出水市で採取された水から高病原性鳥インフルエンザウイルスが初め

て確認されたことから改めて全国への注意喚起を行った。 

（イ）都道府県においても、家きん飼養農場に対し、国際的な発生状況について情

報提供を行い、厳重な警戒を呼びかけるとともに、防疫演習の実施、関係者間

の連携体制の確認、必要な人員及び防疫資材の確保等の万一に備えた準備を行

っていた。 

（ウ）これらの結果、飼養者、都道府県、国等の関係者間において、本病に対する

危機意識の共有と発生時を見据えた体制の構築が図られ、このような発生前の

備えが、平成28年度の防疫対応に有効であったと考えられた。 

（２）発生時の対応 

（ア）平成28年度における、かつ、あひる飼養農場における初めての発生確認とな

った青森県の事例に関し、感染試験を踏まえると、あひるでは感染後直ちに死
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亡が急増するとは必ずしも言えず、このような中、飼養者からの早期通報と迅

速な防疫対応によって、2例の発生で抑えることができた。韓国においては、

あひるでの発生が同国における本病のまん延の要因となっている可能性が示唆

されており、あひるでの発生を速やかに封じ込めたことは、28年度の防疫対応

において重要なポイントだったと考えられる。 

（イ）平成28年11月の最終週においては、青森県での2事例のほか、新潟県でも、

31万羽と24万羽規模の鶏飼養農場で連続して発生が確認されたが、自衛隊も含

め関係者の協力により迅速な防疫措置が講じられた。青森県及び新潟県におけ

る発生は、東北地方や北陸地方における初めての発生にも関わらず、迅速な防

疫対応が図られたことにより、全国における発生リスクが高まっている中、そ

の後の発生においても迅速な対応がなされることにつがなる模範的な対応事例

であったと考えられた。 

（ウ）また、今般の一連の事例では、自衛隊のほか、関係省庁等、都道府県の家畜

衛生担当部局以外の部局や市町村、JAを始めとする農業関係団体、建設業者、

炭酸ガス供給業者、ペストコントロール協会、ホームセンター等の資材供給業

者等の積極的な協力が得られ、また、人員の派遣や防疫資材の提供など、都道

府県間の協力も得られた結果、防疫対応が極めて有効に機能したと考えられ

た。 

（３）まとめ 

平成28年11月以降、日本と同じ環日本海地域に位置する韓国においては、平成

29年6月15日までに家きんにおいて最大規模となる383件の発生があり、3,787万

羽の殺処分が行われた。一方、我が国においても、野鳥等で最大規模となる218

件の発生が確認された。これは、我が国においても、韓国と同様に、家きん群に

対する極めて高いウイルス侵入リスクがあったことを示している。 

しかしながら、このような状況であったにも関わらず、我が国での家きん飼養

農場での発生件数は、平成22年度シーズンと比較して半減（平成22年度は、野鳥

等では64例、家きんでは24件）している。これは、これまでの発生経験も踏ま

え、全国的な防疫水準が向上し、万一に備えて構築してきた防疫対策が有効に機

能した結果と考えられた。 

 
図3 平成22年度と平成28年度の発生状況の比較  
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６．提言  

 

伊藤 壽啓 

 

近年の国際的な高病原性鳥インフルエンザ（以下「本病」という。）の発生動

向、渡り鳥の飛来ルート等を考慮すると、今後も春から夏にかけて、ウイルスを保

有した渡り鳥がアジアを含む様々な地域から北方の営巣地や中継地に飛来し、それ

らの地域でウイルスが維持され、秋以降、渡り鳥の飛来により、我が国にウイルス

が持ち込まれることが懸念される。特に、平成28年度は、アジアのみならずヨーロ

ッパの国々においても、様々な亜型の本病ウイルスが確認されており、平成29年度

の秋以降の本病ウイルスの我が国への侵入リスクは高いと言わざるを得ない。また

中国においては、最近、H7N9亜型の本病ウイルスが中国各地の家きんから検出され

ており、同亜型のウイルスが我が国に持ち込まれる可能性もある。 

このため、今回の疫学調査の結果に基づき、飼養者、都道府県、国を始めとする

全ての関係者に対する今後の防疫対策のあり方を以下に提言するので、発生リスク

が高いと考えられる平成29年度シーズン（10月頃から翌年5月頃）に向け、全ての

関係者が一体となって対応し、全国的にさらに厳重な防疫体制を構築されたい。 

 

（１）人・車両、野鳥を含む野生動物を介したウイルスの農場内及び家きん舎内への

侵入防止 

ア 過去の発生において、野鳥、ネズミ等の野生動物を介したウイルスの農場内

及び家きん舎内への侵入の可能性が指摘されてきた。平成28年度のシーズンの

ように、多くの野鳥がウイルスを保有し、いわば、農場周辺及び家きん舎周辺

にウイルスが多くあるような状況では、これまで以上に、野生動物対策を徹底

する必要がある。特に開放家きん舎では、野鳥等の小型の野生動物の侵入を防

止することができる網目の細かい防鳥ネットの設置、破れがあった際の速やか

な修繕といった取組はもちろんのこと、ウインドウレス家きん舎であっても、

家きん舎の壁に家きん舎内部と外部をつなぐ隙間がないか、家きん舎内部から

外部につながる除糞ベルトや集卵ベルトに野生動物が侵入可能な箇所はないか

といった点に留意すべきである。 

また、野生動物を可能な限り家きん舎に寄せ付けない対策や家きん舎に誘引

しない対策も重要であり、 

① 家きん舎周辺の整理・整頓（家きん舎近くに野生動物の隠れ場所となる

ような物品を置かないことや、家きん舎周辺の草刈り） 

② 周辺の樹木の枝が家きん舎まで伸びている場合にはその剪定 

③ 野生動物の家きん舎への誘因となる家きん舎からの排水については排水

口に鉄格子等を設置、家きんの死体については速やかに処理 

といった取組も効果的である。また、物理的に寄せ付けない対策として、衛生

管理区域とそれ以外の区域の境界にフェンスを設置することもウイルスの侵入
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リスクを少しでも減らす取組となる。 

さらに、以上のような野生動物対策が効果のあるものとなっているか、関係

機関の助言も得ながら、野生動物の家きん舎内への侵入状況をチェックし、侵

入を防ぎきれていない場合には、さらなる改善、改善した効果の確認といった

取組を繰り返すことも重要である。特に、ネズミ対策は難しい点もあり、ま

た、家きん舎内のネズミは、これを捕食するネコやイタチの侵入を誘引すると

されていることから、専門業者に依頼することも選択肢である。なお、過去の

提言においても触れているが、ネズミ対策として家きん舎でネコを飼養してい

る場合は、ネコが家きん舎を出入りすることにより、ウイルスを持ち込む可能

性もあるので避けることが適当である。 

イ 最近の発生では前述の野生動物対策がクローズアップされているが、農場内

に出入りする人や車両、家きん舎内に出入りする人（これらが運ぶ物品を含

む。）も、農場内や家きん舎内へウイルスを持ち込むリスクが高いことを改め

て認識する必要がある。車両については農場の出入口で入念に消毒を行い、家

きん舎に立ち入る人については、手指及び長靴の消毒、衛生管理区域専用の衣

服及び靴並びに家きん舎ごとの専用の長靴の使用の徹底（専用のものとそれ以

外のものとの交差汚染防止対策の徹底を含む。）、踏込消毒槽等の消毒液の定

期的又は汚れる都度の交換といった基本的な衛生管理の徹底を図る必要があ

る。これらの措置については、その実効性を確保することが何より必要であ

り、毎日の作業の中でも例外を作らずにどんな場合でも確実に実施すること、

そのために、煩雑かもしれないが、記帳により習慣付けるといった取組も重要

である。 

ウ 平成28年度においては、周辺に池等の水辺がある農場で多く発生が確認され

る傾向にあり、非発生農場と比較した結果、発生農場は周辺に水辺のある農場

が多いことが示された。このような農場においては、家きん舎周辺にウイルス

が存在するかもしれないという危機感を常に持って、上記ア及びイに示したよ

うな予防対策を毎日厳格に行うことが必要である。この際、水辺というリスク

を減らす取組（季節を限って水を抜く、野鳥を寄せ付けないよう忌避テープを

張るなど）ができればより効果的である。 

エ 上記ア及びイに示したような予防対策については、平成29年度シーズンの前

に、農場自ら又は農場と家畜保健衛生所等の関係機関とが協力して、確認を行

い、更なる防疫体制の強化を図ることが重要である。 

また、平成28年度に県内での野鳥感染事例が多かったにも関わらず、飼養家

きんでの発生が認められなかった県（岩手県、茨城県及び鹿児島県）に、28年

度シーズンにおける県内の取組状況をまとめていただいた（別添参考）。これ

以外の都道府県においても、様々な取組がなされているとは思うが、飼養者や

家畜保健衛生所はもちろんのこと、市町村を含め地域が一体となった衛生意識

の向上を図ることによって防疫体制のレベルアップにつながると考えられる。 
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（２）水際検疫における携帯品等を介したウイルスの侵入防止 

動物検疫所において、海外から携帯品として持ち込まれる家きん肉のモニタリ

ング検査を実施したところ、鳥インフルエンザウイルスが分離された事例が確認

されている。このような携帯品が国内で飼養されている家きんに暴露するリスク

は必ずしも高いとは言えないが、訪日外国人旅行者数はさらに増加する見込みで

あり、日本各地を訪れることが予想される。同様に、海外からの郵便物、帰国す

る日本人旅行者の携帯品等にも、ウイルスが付着しているリスクがあり、侵入リ

スクを可能な限り低くするためにも、引き続き、より効果的な水際対策を実施し

ていく必要がある。また、家きん飼養農場における外国人労働者等の受入状況や

農場従事者の渡航歴も踏まえ、飼養衛生管理基準の遵守によるウイルス暴露防止

対策を引き続き徹底する必要がある。 

 

（３）国内の研究体制及び国際的な協力関係の強化 

迅速で効果的な防疫を実施するためには、迅速かつ正確なウイルスの遺伝子解

析、幅広い感染試験の実施など、我が国における鳥インフルエンザに関する研究

体制を強化し、防疫体制を構築・維持することが重要である。 

また、近隣諸国におけるウイルス確認状況の把握及び発生拡大の防止は、我が

国への侵入リスクの予察及び低減に大きく貢献すると考えられる。このため、家

畜衛生当局間や家畜衛生関係の研究所間の国際的な協力関係を強化することが重

要である。平成28年12月、韓国の家畜衛生当局が、自国における対策強化の参考

とするため、調査団を我が国に派遣し、意見交換や青森県への現地調査等を行っ

た。他国の防疫対策への関与は困難な面があるかもしれないが、国際的な発生リ

スクの低減に資する情報提供や意見交換といった取組も重要である。 

 

（４）迅速で的確な初動対応 

ア 上記（１）から（３）までは発生リスクを低減するために重要な取組である

が、万一発生した場合には、迅速で的確な初動対応がまん延を防止する要諦と

なる。このためには、まず、飼養者からの早期発見・早期通報が重要である。

死亡羽数の増加はもちろんのこと、産卵率の低下、さらには元気消失といった

異状は、本病を早期に発見する重要な指標である。平時からの飼養家きんに対

する注意深い健康観察を徹底するとともに、異状が見られた場合の早期通報の

徹底を引き続き周知していく必要がある。 

イ アにより飼養者から早期通報がなされた場合であっても、家畜衛生当局が迅

速で的確な初動対応ができない場合、まん延のリスクを高めることとなる。農

林水産省は平成28年度における初動対応を検証した内容について、都道府県と

共有するとともに、都道府県は、実効性の高い防疫演習を実施し、万一の際に

備えた改善を図っていくことが重要である。 

また、初動対応に必要な防疫資材の備蓄も積極的に進める必要がある。一方

で、備蓄量には限りがあるため、備蓄で対応できない部分について、あらかじ
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め、緊急時の入手先とその連絡先を確認するとともに、必要に応じて、関係者

と協力協定を締結し、近隣県等と広域協力体制を充実することも重要である。  
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